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令和６年度第１回化学物質審議会 

産業構造審議会保安・消費生活用製品安全分科会第２回化学物質政策小委員会 

議事録 

 

日時：令和７年３月１０日（月曜日）１４時００分～１６時２０分 

場所：経済産業省本館１７階第一特別会議室 

 

議題 

（１） 化学物質管理政策の動向等について 

（２） 化学物質審議会の審議状況等に関する報告 

 

議事内容 

○大本課長  定刻となりましたので、ただいまから令和６年度化学物質審議会 産業構

造審議会保安・消費生活用製品安全分科会化学物質政策小委員会合同会議を開催いたしま

す。 

 委員の皆様におかれましては、御多忙のところ御出席を賜りまして、ありがとうござい

ます。 

 議事に先立ちまして、まず資料の確認をさせていただきます。委員の皆様には、お手元

のタブレットに資料１から９まで、また参考資料１及び２を格納させていただいています。

資料、また操作等で御不明な点がございましたら、事務局までお申し付けください。 

 委員の御紹介に関しましては、資料２の委員名簿をもって代えさせていただきます。 

 本日は、対面とオンラインのハイブリッド開催となります。織委員、柿本委員、齋藤委

員、東嶋委員はオンラインにて御参加いただいております。また、化成品工業協会から、

福田委員の代理として、稲若技術副委員長に御出席いただいております。 

 皆様の机にマイクが設置されておりますので、御発言の際にはマイクのボタンを押して

いただき、終わりましたらボタンをもう一度押してスイッチをお切りください。 

 なお、会議の模様はＹｏｕＴｕｂｅにて同時配信を行っております。 

 開催に当たり、経済産業省技術総括・保安審議官の湯本から御挨拶申し上げます。 

○湯本審議官  皆様、こんにちは。大臣官房で技術総括・保安審議官をしております、

湯本と申します。 
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 委員の皆様方におかれましては、年度末のお忙しい中、本会議に御参加いただきまして、

また、日頃より化学物質管理行政に御協力賜りまして、心から感謝を申し上げます。 

 本日は、化学物質審議会の総会及び産業構造審議会の保安・消費生活用製品安全分科会

化学物質政策小委員会を、昨年の３月以来となりますが、約１年ぶりに合同で開催いたし

ます。 

 この間、昨年７月に経済産業省の組織改編がございまして、これに伴って、化学物質管

理課が製造産業局から産業保安グループに統合され、新たに大臣官房産業保安・安全グル

ープとなりました。産業保安、製品安全及び化学物質に係る安全行政を、リスクの観点か

ら一体的に進める体制が構築されたことになります。そのシナジーを生かしながら、化学

物質管理政策を一層充実させていきたいと考えております。 

 例えばですが、本日も御紹介があるかと思いますけれども、水銀汚染防止法に関しまし

ては、条約に基づいて蛍光ランプの製造を禁止するため、昨年末に政令の改正を行ってお

ります。蛍光ランプからＬＥＤ照明に変更する際には、不適切な取付けを原因とする事故

も懸念されるため、製品安全の観点からも周知活動を併せて行っていくなど、グループ一

体となって効果的な取組を進めているところです。 

 また、条約に基づいて国際的に規制を行う化学物質というのが増えてきておりますし、

ライフサイクル全般を対象とします「化学物質に関するグローバル枠組み」という自主的

な国際枠組みも新たに採択されるなど、化学物質管理を取り巻く環境も変化してきており

ます。 

 本日は、こうした化学物質管理政策をめぐる最新の国際動向及びこれを踏まえた国内に

おける取組状況等を御報告させていただきます。 

 大変広範な内容になりますけれども、今後の化学物質管理政策の検討に向けまして、委

員の皆様方におかれましては忌憚のない御意見を賜れれば幸いです。本日はどうぞよろし

くお願いいたします。 

○大本課長  これからの議事進行につきましては、東海化学物質審議会長兼産業構造審

議会化学物質政策小委員会委員長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○東海会長・小委員長  皆様、お忙しいところ御参集いただきまして、ありがとうござ

います。 

 それでは、早速ですが、これより議事に入ります。 

 まず、事務局である経済産業省化学物質管理課等より、資料３から資料８までを一通り
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説明いただき、その後、質疑応答及び意見交換の時間を設けたいと思います。 

 なお、資料８、ＣＭＰ構想の進捗につきましては、ＣＭＰタスクフォースの共同リーダ

ーである古田様から御説明をいただきます。 

 それでは、資料３から順にまとめて説明をお願いします。 

○大本課長  それでは、議題１の化学物質管理政策の動向等ということで、資料３から

資料８まで通してということで、まず私から資料３を説明させていただきます。 

 １ページ目を御覧ください。こちらが、我が国における化学物質規制の全体像でござい

ます。暴露経路からライフサイクルの段階に応じて、様々な法律により化学物質規制が行

われており、経済産業省化学物質管理課では、こちらに御覧の緑色の枠で囲った６つの法

律、化審法、化管法、オゾン層保護法、フロン排出抑制法、化兵法、水銀汚染防止法を所

管しているところでございます。 

 続いて、２ページ目をお願いします。こちらが経済産業省化学物質管理課の所管法令と

国際条約でございます。左側が法律、右側が国際条約で、関係する国際条約における議論

を踏まえながら、必要な化学物質管理を進めているところでございます。 

 続いて、３ページ目でございます。近年における所管法令の主な改正状況で、化学物質

審査規制法、また水銀汚染防止法がございます。こちらは、それぞれ後ほど御紹介させて

いただければと思います。 

 ４ページ目を御覧ください。残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約、ＰＯＰ

ｓ条約でございます。昨年９月のＰＯＰｓ検討委員会において、右下のオレンジ色のとこ

ろでございますけれども、ＭＣＣＰ、長鎖ＰＦＣＡ、クロルピリホスの廃絶対象追加、ま

た、今年春予定の締約国会議に勧告することが決定されてございます。また、その上の臭

素化ダイオキシンにつきましては、リスクプロファイル案を作成する段階に進めることが

決定されてございます。 

 続いて、５ページ目でございます。ロッテルダム条約でございます。有害な化学物質や

農薬が、途上国にむやみに輸出されることを防ぐために、相手国への事前通報、また同意

手続を求めてございます。 

 上から３つ目のポツのところでございますけれども、今後、水銀、臭化メチル、パラコ

ート、クロルピリホスなど、これらの追加が検討される予定にしてございます。 

 続いて、６ページ目のＯＥＣＤ化学品・バイオ技術委員会に関してでございます。ＯＥ

ＣＤにつきましても、化学物質に関する議論を行う場として、化学品・バイオ技術委員会
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がございます。左下のところに12の作業部会がございまして、直近では、右側のところで、

昨年11月に議論をされているところでございます。 

 続いて、７ページ目の日ＥＵ化学品ワーキンググループでございます。ＥＵとの関係の

強化の観点から、日ＥＵの規制当局間で化学品に関連する政策について意見交換を行って

ございます。 

 続いて、８ページ目のＧＦＣ、化学物質に関するグローバル枠組みでございます。一昨

年９月に採択されてございます。ＧＦＣは、マルチセクターにおける、マルチステークホ

ルダーによる、ライフサイクル全体を通じた、法的拘束力のない化学物質の管理を掲げて

ございます。 

 続いて、９ページ目でございますけれども、ＧＦＣでは、各国に国内実施計画の策定を

求めていることから、我が国においても、現在、国内実施計画案を策定中でございまして、

市民団体や産業界が参画する政策対話や、現在、パブリックコメントによる意見集約を行

っているところでございます。 

 続いて、10ページ目のプラスチック汚染に関する条約交渉についてでございます。プラ

スチック汚染を終わらせることを目的として、法的拘束力のある国際文書策定のための政

府間交渉委員会が設置され、2024年の11月、12月に韓国の釜山でＩＮＣ５が開催されたと

ころでございます。その結果が、次のところではございますけれども、残念ながら、合意

に至らず、今年の８月にスイスでＩＮＣ5.2を開催する予定にしてございます。 

 ＩＮＣ５の説明は省略させていただきますが、次のページで紹介させていただいている

ところでございます。 

 続いて、12ページ目でございます。こちらは、御参考になるのですけれども、資源有効

利用促進法の改正法案が先月２月25日付で閣議決定され、現在開会中である通常国会に提

出される予定となっているところでございます。 

 こちらの上のところの、赤で囲っております再生材利用の拡大についてでございます。

資源循環の促進のため、再生材の利用義務を課す製品を特定し、当該製品の製造事業者等

に対して、再生材の利用に関する計画の作成及び定期の報告を義務づける措置が検討され

ているところでございます。 

 続いて、13ページ目でございます。水銀に関する水俣条約及び水銀汚染防止法について

です。水俣条約は、水銀の排出から人の健康及び環境を保護することを目的とし、水銀の

ライフサイクルにわたる適正な管理と排出の削減を定めています。水俣条約を国内実施す
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るための主たる法律が水銀汚染防止法であり、特定水銀使用製品の製造禁止などの規制が

設けられているところでございます。 

 続いて、14ページ目でございます。水俣条約の締約国会議において、蛍光ランプの種類

に応じて、その製造と輸出入が2027年末までに禁止されることが決定されました。これを

受けまして、水銀汚染防止法施行令を昨年12月に改正しまして、同製品の製造等を規制す

る予定でございます。規制のタイミングについては、表にもございますように、製品によ

って段階的に導入される予定ですが、規制開始後も、製品の継続使用、在庫の売買及び使

用は可能でございます。 

 続いて、15ページ目でございます。蛍光ランプの製造・輸出入禁止に向けて、経済産業

省をはじめとして環境省、また業界団体等と連携しながら計画的なＬＥＤ照明への切替え、

また照明の交換時の事故防止のための注意点等について周知活動を実施してございます。

今後も引き続きポスターやチラシ、特設ホームページの制作、各種媒体を活用した周知活

動を実施する予定でございます。 

 最後に、16ページ目でございます。チャットボットの導入でございます。化学物質管理

課が所管する法律のうち、特に化審法、化管法、フロン法に関しては年間約１万件のお問

合せがある状況でございます。これら問合せ対応の効率化を図る観点から、令和７年度よ

り24時間365日、チャットで問合せが可能なチャットボットを導入する予定にしてござい

ます。 

 以上でございます。 

○内野室長  化学物質安全室長、化学物質リスク評価企画官の内野でございます。私か

らは、資料４と資料５について説明をさせていただきます。 

 まず、資料４、化学物質審査規制法（化審法）の施行状況と動向について御説明をさせ

ていただきます。 

 まず、１ページ目でございます。化審法は、大きく３本の制度の柱がございまして、そ

れぞれの柱に沿って今年度の取組を、後ほどのスライドで御説明をさせていただきます。

また、★に書いてございますけれども、化審法については平成29年に改正をいたしまして、

今年の１月で施行後から丸６年を迎えてございます。法改正後の政策効果等を点検すると

いうことになってございまして、昨年の秋から、こちらに記載してございます産業構造審

議会制度構築ワーキンググループを立ち上げさせていただきまして、環境省、厚生労働省

とともに議論をしてございます。こちらについても御説明をさせていただきます。 
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 それでは、トピックスを順に御説明させていただきます。 

 まず、新規化学物質の事前審査制度のトピックスでございます。 

 ４ページ目を御覧ください。新規化学物質につきましては、基本的には、事業者は、そ

の化学物質に関する有害性といった情報を取った上で、国の審査を経て上市できるという

制度になっているところでございますけれども、新規化学物質の審査に係る試験法につき

まして、私ども経済産業省が担当しております分解性、蓄積性について、運用の見直しや

合理化、高分子化合物の評価に関する合理化案の検討を今年度も実施しております。具体

的な内容は、左下の囲いの１点目から３点目にございますけれども、こういった合理化の

検討を今年度も着実に実施させていただいております。 

 また、もう一点、新規化学物質の事前審査の関係で、２点目に記載してございますけれ

ども、ＧＬＰ基準は試験を実施するラボさんが遵守いただく試験施設に関する基準ですが、

こちらにつきましても改定したところでございます。左下の囲いの４点目に具体的に記載

をしてございますけれども、試験を受託される試験施設において、記録や試料を10年保管

することになっているわけですけれども、その保管の起算点を、「化審法の通知を受けた

後10年」から、「試験終了日から10年」に変更したところでございます。これによりまし

て、試験の実施施設が自らその期間を起算しやすくすることによって、試験施設における

資料の管理を非常にしやすくしたという改定を行ったところでございます。 

 続いて、上市後の化学物質の継続的な管理措置に関するトピックスでございます。 

 こちら、６ページ目でございます。今年の４月１日でございますけれども、界面活性剤

であるＮＰＥについて、第二種特定化学物質に指定することになってございます。こちら

に関する３省の合同審議会の議論自体は、令和５年度に全てしていただいているところで

ありまして、今年度はまさにその審議事項に基づきまして、我々のほうで制度整備を進め

たところでございます。「政令改正等のスケジュール」に記載してございますが、既に昨

年の10月１日付で、関連の省令や、事業者が遵守する技術上の指針、表示の義務に関する

告示は公布済みでございまして、４月１日に向けた準備を事業者さんに進めていただいて

いる状況でございます。 

 一方で、第二種特定化学物質の指定に当たって、事業者に遵守いただく内容は大きな変

更を伴うところでございまして、例えば製造・輸入事業者におかれては、これまで製造・

輸入の実績を翌年度に届け出る義務が課されていたわけですけれども、今回の指定に伴い

まして、事前の製造・輸入数量の届出も義務が課されることになります。また、ＮＰＥそ
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のものだけではなくて、それが使用されている水系洗浄剤について、それを使用する事業

者におかれては、環境に影響の出ないような取扱いをしていただくための技術上の基準を

遵守いただくことになります。 

 したがいまして、多くの事業者に第二種特定化学物質の指定に伴う措置を遵守いただく

ことが必要であるという問題意識から、我々も制度の周知というものに取り組んでおりま

して、右側に図も貼らせていただいておりますけれども、化審法についてのそもそもの内

容ですとか、第二種特定化学物質はどういうものなのか、あるいはどんな義務がかかるの

かといったことを、化審法にそれまで関わりがなかったような事業者の方にもお分かりい

ただけるよう心がけた周知のチラシをつくりました。こちらにつきましては、私どもが日

頃からお付き合いのある化学メーカーさんのみならず、広く中小事業者の方々も含め、経

産省内の関係課に協力をしてもらいながら、周知をして取り組んでおります。 

 続いて、７ページ目でございます。こちらは化審法の上市後のリスク評価についての取

組でございます。こういったリスク評価においても、我々経済産業省は、分解性や蓄積性

の評価を担当しているわけですけれども、こういった情報について、論文などのデータだ

けでは情報が集まり切らないことは、評価のネックになっているところであります。 

 こういった中で、分解性評価について、今まであれば採用できなかったような情報であ

っても、評価の重みづけという考え方を整理し、明確化することによって、なるべくこう

いったリスク評価に活用できる、こういったウェイトオブエビデンスの考え方を整理しま

して、今年の１月の審議会で諮らせていただいたところであります。 

 このような取組を通じて、今後もリスク評価について、進めてまいりたいと思っており

ます。 

 続いて、化学物質の性状等に応じた規制及び措置のトピックについてでございます。 

 ９ページ目でございますが、先ほど資料３の説明でもございましたけれども、第一種特

定化学物質につきましては、ストックホルム条約の議論なども踏まえながら、今年度も規

制の措置を取らせていただいたところでございます。ここに記載をさせていただいており

ますとおり、ＰＦＯＡの異性体とその塩及びＰＦＯＡ関連物質、ＰＦＨｘＳ関連物質、あ

るいはメトキシクロル、デクロランプラス及びＵＶ－328について、それぞれ、規制措置

のための審議会の審議ですとか、それに基づく法令上の措置を取ってきたところでござい

ます。 

 10ページ目でございますけれども、こちらに記載をしておりますのは、ＰＦＯＡの異性
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体またはその塩及びＰＦＯＡ関連物質に関する措置でございます。単に化学物質の製造・

輸入を規制するという措置だけではなくて、それが含まれていた場合に、製品としての輸

入を禁止する措置ですとか、様々な規制措置がございます。10ページのところに、一通り

記載をしてございます。 

 続いて、11ページ目でございますけれども、今度は、ＵＶ－328、紫外線吸収剤ですと

か、メトキシクロル、農薬、難燃剤のデクロランプラスに関する規制措置の取組でござい

ます。こちらも既に今年の２月18日に第一種特定化学物質としての指定を済ませていると

ころでございますけれども、同様に、輸入を禁止する製品の指定等の措置も政令上の措置、

対応などをしております。 

 ここまでが化審法の施行に伴う今年度の取組のトピックス的な御紹介でございまして、

12ページ目からは、先ほど申し上げた、平成29年改正のレビューなどに関する審議会につ

いて少し御紹介をさせていただければと思います。 

 13ページ目でございますけれども、箱書きのところは、先ほど申し上げたように、前回

改正の内容については、施行後５年を経たところで、その政策効果などを点検することに

なってございます。その関係で、昨年の10月23日を皮切りに、11月８日、そして第３回は

まさに本日３月10日の午前中に御議論をいただいているところでございます。 

 次のページでございますけれども、まず、そもそも、平成29年改正はどういう内容だっ

たのかというところをまとめさせていただいております。 

 大きく２つございます。背景としましては、いずれも新規化学物質の審査制度に関する

内容でもございますが、新規化学物質の審査の制度においては、数量によっては提出する

試験のデータが少なくて済むという、いわゆる特例制度があるのでございますけれども、

その審査の特例制度においては、例えば少量新規化学物質審査特例制度は、改正前は、全

国の製造・輸入数量が１トンまで、また低生産量新規化学物質については、全国で同様に

製造・輸入数量ベースで10トンまでであれば、製造・輸入ができるといった仕組みになっ

ていたところでございます。 

 この製造・輸入の数量のキャップについては、たまたま同じ新規化学物質を複数の事業

者さんがつくりたい、輸入したいと申出をされた場合に、それが１トン、あるいは10トン

のキャップを超える場合には、我々のほうで数量を按分させていただいた、数量調整をさ

せていただいていたという実態もございまして、それが事業者さんにとっては予見可能性

がないといった指摘があったところでございます。 
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 こういった内容を踏まえまして、我々としましても、その製造・輸入数量のキャップか

ら、環境排出量ベースのキャップに置き換えるという改正をしたところでございます。製

造・輸入事業者さんにおかれては、その製造・輸入されたい数量だけではなくて、用途と

掛け合わせで申出をしていただくことで、我々も環境排出量を推計し、それが１トン、あ

るいは10トンのキャップに収まるのであれば、その数量どおりの申出で確認をするといっ

た改正をしたのが１点目でございます。 

 もう一点目は、毒性が非常に強い新規化学物質について、特定新規化学物質という新し

いカテゴリーをつくったというところでございます。こういったカテゴリーに新たに判定

するということで、事業者に対して、例えばサプライチェーンの先に譲渡等する場合に、

情報伝達の努力義務を課すといったことで適切な管理を促す、こういったことを目的とし

て改正をしたというところでございます。 

 15ページ目以降は、その改正についてのレビューをファクトも示しながら御審議いただ

いているというところでございます。 

 まず審査特例制度でございます。こちらは、先ほど申し上げたように、我々のほうでも

改正前は数量を調整するということが多かったところでございますが、このグラフの真ん

中の表に、数量調整件数というものがございます。改正前は、いずれの制度においても１

割以上は数量調整をしていたということでございますけれども、改正後は、２％程度の数

量調整件数にとどまるということでいえば、改正時に目指した、事業者の予見可能性が担

保されたと評価をいただいているところでございます。 

 16ページ目でございます。こちらは、審査特例制度の申出の変化ということで、少し分

析を加えたというところでございます。先ほど申し上げたように、同じ新規化学物質につ

いて、複数の事業者さんが製造したいという申出をされた場合もあることであるとすると、

製造・輸入数量は改正後に非常に増えたのかどうかを、実績を踏まえて分析したというと

ころでございます。 

 こちらについては、緑のラインの左側が改正前、右側が改正後の確認数量の合計、ある

いは実績数量の合計をグラフでお示ししているのですが、国が確認した数量の合計値は、

改正前より改正後のほうがむしろ減ったということが見てとれるという結果が得られてお

ります。 

 これによりまして、環境排出量ベースもそうなのですけれども、製造・輸入数量の実績

も含めて、この改正による環境への大きな影響はない、こういったような評価を審議会で
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もいただいたところでございます。 

 続いて、17ページ目でございますけれども、特定新規化学物質についての実績でござい

ます。特定新規化学物質自体は、新規化学物質の審査の際に判定を受けるものでございま

す。こちらは、改正後から、人健康影響、生態影響含めて、25物質が指定されているとこ

ろでございます。このうち３物質は、昨年夏の名称公示を経て、既に名前が公開されてお

りまして、特定一般化学物質として引き続き管理をしているところでございます。 

 下のフロー図は、こういった特定新規化学物質、あるいはそうでない場合もそうなので

すけれども、判定を受ければ直ちに上市後のスクリーニング評価、リスク評価の枠組みで

評価されていくということをお示ししておりまして、仮にその中で暴露と有害性の２軸で

評価をした結果、リスクの懸念がないとは言えないと判定を受ければ、優先評価化学物質

に指定されるという仕組みになってございますので、そういった指定を受ければ直ちに名

前が公示されることになります。ただ、実績としましては、特定新規化学物質に判定を受

けた後に、優先評価化学物質に指定されたものは、現時点ではございません。 

 次のスライド、18ページ目でございますが、こういった特定新規化学物質に判定を受け

た事業者さんに対して、昨年、アンケートを取らせていただきました。まさにこういった

特定新規化学物質の性状がどういうものなのかという御理解のほどですとか、あるいはそ

れをほかの事業者に譲渡されるときには、こういった特定新規化学物質の特徴などを紹介

しているかといったことを確認させていただきまして、それについては、事業者はおおむ

ね履行しているということも確認できたところでございます。 

 その上で、19ページ目でございますが、これは11月８日の第２回で審議いただいた検討

事項を一通り並べております。１ポツは、化審法に関する効率化・高度化に関する事項で

ございまして、２ポツは、化審法にとどまらない内容についても御議論いただいたところ

でございます。 

 20ページ目からは、少し御紹介として、化審法の制度の中で最近出てきております、資

源循環への対応でございまして、まさにプラスチックのリサイクルなどが進む中で、それ

はどこの範囲が化審法における化学物質なのかといったようなことが議論になっていたと

いうことでございます。プラスチック再生材に係る課題は何か、ですとか、そういったプ

ラスチック再生材も含めて、どれぐらいのレベルで管理をしていくべきなのかといったこ

とを整理して、ちょうど本日午前中に議論いただいたところでございます。 

 21ページは、プラスチック再生材をどういった考え方で整理していくのかというところ
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をフロー図として示させていただいて、御議論いただいたというところでございますし、

22ページに関しては、プラスチック再生材の取扱いについての考え方をお示ししたという

ところでございます。こちらについては、本日の議論も踏まえて、少し年度をまたぐこと

になりますけれども、報告書として取りまとめをさせていただく予定でございます。 

 すみません、長くなりましたが、資料４については以上でございます。 

 続いて、資料５、化学物質排出把握管理促進法（化管法）の施行状況と動向について御

説明をさせていただきます。 

 １ページ目は目次でございます。今年度のトピックスとして最初に挙げさせていただい

ておりますのは、ＰＲＴＲの届出対象物質が入れ替わって初めの届出がなされたのが今年

度でございまして、その結果についてまとめさせていただいております。 

 ２点目が、化管法のＳＤＳ制度、ＰＲＴＲ制度の円滑な施行に向けた幾つかの取組で、

３点目としましては、資源循環に関連するような研究開発事業ですとか、人材育成の取組

について御説明をさせていただきます。 

 まず１点目のＰＲＴＲの届出排出量・移動量の公表でございます。 

 ３ページ目をご参照ください。今回の届出対象物質の見直しに伴いまして、ＰＲＴＲの

届出をすることが義務づけられている物質は、それまでの462物質から515物質となりまし

た。排出量・移動量のトータルとしましては40万3,000トンという結果になりまして、グ

ラフなども下にございますけれども、一番右端にございますところが今年度新しく追加さ

れたデータになります。 

 続いて、少し分析を加えましたので、４ページから少し御説明をさせていただきます。

まず、届出する事業者の件数でございます。これまで2019年度以降は減少傾向にありまし

たが、今回の届出対象物質の入替えに伴う初めて届出の結果、届出件数自体は少し増えま

して、３万2,502事業所でございました。また、515物質の中で新たに届出対象になった物

質は196物質でございましたけれども、その中で186物質について届出がございました。こ

れら物質の寄与率といいますか、全体の排出量・移動量に対する追加対象化学物質の届出

排出量・移動量は15％で、６万1,000トンであったということでございます。 

 続いて、５ページ目でございますが、こういった排出量・移動量を、どの物質の届出量

が多いのかといった分析も毎年しているのですが、その上位物質自体は今年度もトルエン、

マンガン、キシレンといった物質でございますけれども、新しく届出対象に追加された物

質の中では、炭化けい素が排出量・移動量の中で６番目に入ったというところでございま



- 12 - 

 

す。 

 また、こういった届出を行う業種別の分析でございますが、上位の10業種については大

きな変更はなかったという結果が得られております。 

 続いて、６ページ目以降は、こういった制度の円滑な施行に向けた取組でございます。 

 ７ページ目は、こういったＰＲＴＲのデータを事業所ごとに見ることができる、「ＰＲ

ＴＲけんさくん」というシステムを我々は提供させていただいておりまして、今年度もな

るべくユーザーフレンドリーに改修をいたしましたという結果でございます。 

 ８ページ目でございますが、今度は、ＳＤＳ制度に関連するＧＨＳ分類でございます。

日々アップデートされる有害性情報に基づいて、ＧＨＳ分類を行っているわけでございま

すけれども、今年度も42の化管法対象物質について分類を行っております。 

 また、９ページ目でございますが、今度は普及啓発に関する取組でございまして、化学

物質管理セミナーを実施したところでございます。こちらは、我々の化管法だけではなく

て、化審法といったほかの化学物質管理法令も一緒にプログラムを組むことによって、聞

いていただく事業者さんがより網羅的に化学物質管理の制度について御理解を深めていた

だくように工夫をいたしました。 

 ２点目に、第３回は化学物質管理強調月間の一環として実施と記載してございます。こ

ちらについては、今日は御説明を割愛いたしますが、参考資料４にございまして、厚生労

働省さんが提唱された化学物質管理強調月間が、今年の２月に第１回として始まりました。

今後も毎年２月に行われるということでありまして、こういった化学物質の取扱いに関す

る理解を深めるための様々な取組を行うということで、経済産業省も環境省とともに協力

連携者として名を連ねてございます。このような背景も踏まえて、第３回のセミナーでは

厚生労働省の労働安全衛生法の担当者の方にもプレゼンをしていただきました。 

 続いて、10ページ目でございます。ＰＲＴＲの届出については電子化を近年も取り組ん

でおりますけれども、今年度の電子届出率は86.4％に達しまして、初めて８割５分を超え

たということでございます。一方で、我々としても引き続き電子化に向けた取組を実施し

ておりまして、３ポツでございますが、今でも書面届出をなさっている事業者さんにヒア

リングをさせていただいて、どういったところが電子届出のハードルなのかといったこと

を確認させていただいたりしております。 

 また、今年度から、ちょうど届出対象物質が入れ替わって、新しく届出する義務がかか

った事業者さんも一定程度おられまして、その中で書面の届出を行った150社程度の方々
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に対しては、電子届出というのがあること、ぜひ利用してくださいといった御案内を直接

させていただいたり、あるいは電子届出について、個別に御説明などサポートさせていた

だきますというような御案内をいたしました。その結果、レスポンスいただいた１社の方

に対して、個別の支援を実施したというところでございます。 

 11ページ目は、普及啓発に関連するところでございます。ＰＲＴＲ制度自体は20年以上

の制度になりますけれども、排出量ですとか移動量の計算方法についてとか、そもそも自

社が対象事業者なのかといったようなことに対して、やはりお問合せも多く頂戴している

ところでございます。我々としましても、日頃から化学物質管理に非常に御知見が深い事

業者さんだけではなくて、もしかしたら御自身が届出事業者だったかもしれないという可

能性も含めて、分かりやすい形でＰＲＴＲ制度について知っていただく必要があるのでは

ないかということで、ホームページを少し改修しまして、メッセージ性のあるバナーを設

置させていただいております。 

 「ＰＲＴＲの届出、誤解しやすい15のポイント」ですとか、届出において勘違いしやす

い点などを簡潔にまとめて御紹介させていただいておりますし、我々としましても、御担

当者任せではなくて、企業全体としてＰＲＴＲを管理していただくことが非常に重要だと

思っておりまして、そういったことも含めて発信させていただいているところでございま

す。 

 続いて、その他の取組でございます。 

 13ページ目は、来年度から実施を予定しております研究開発事業について御紹介させて

いただきます。「プラスチック資源循環のための化学物質リスク評価ツールの開発」とい

うことで、国立研究開発法人産業技術総合研究所において、特にマテリアルリサイクルさ

れるプラスチックについて、例えばどんな添加剤が入っているか分からないといったよう

な懸念によって、その利用が進まないということが、今後、資源循環のネックになり得る

かもしれないということを考えておりまして、まずは添加剤の情報をたくさん集めていた

だくですとか、その結果として事業者さんがどういったところから使用済プラスチックを

集めたのか、あるいはそれを使って何をつくりたいのかといったような情報をインプット

した結果として、ある程度当たりをつけるといいますか、こういった用途であればリスク

は低いと思われるといったような、当たりをつけるようなツールを開発していただくため

の、まずは初年度の事業として来年度から実施していただきたいと思っております。 

 最後に、人材育成について２点御紹介させていただきます。 
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 14ページでございますが、こういった化学物質管理の政策範囲というのは非常に多岐に

わたり、また深まっているところでございまして、我々政策立案者だけではなくて、まさ

に研究の現場からこういった議論を支えていただくことは非常に重要だと思っておりまし

て、我々としましても、若手研究者の方々に対して研究開発事業を支援させていただいて

いるということを、研究テーマの御紹介とともに、まとめさせていただいております。 

 最後、15ページ目でございますが、今度は行政側に対する研修内容でございます。特に

ＰＲＴＲ制度は自治体の方々にもかなり御対応いただいているところでございまして、自

治体の職員ですとか、弊省の職員もそうですし、ＮＩＴＥの職員もそうですけれども、化

学物質管理に関する制度を国内外も含めて理解していただいたり、あるいはケーススタデ

ィーを踏まえてリスクコミュニケーションを学ぶという研修をしております。コロナ禍以

来はオンラインをメインとした研修だったのですけれども、今年度、久しぶりに集合研修

を実施いたしまして、グループワークは特に効果的だったというようなお声を頂戴してい

るところでございます。 

 資料５についても御説明は以上でございます。 

○畑下室長  オゾン層保護等推進室長の畑下です。よろしくお願いします。私のほうか

ら資料６について御説明いたします。 

 まず１ページ目を御覧ください。2050年ネット・ゼロの実現に向け、代替フロン（ＨＦ

Ｃ）の削減を着実に進めるため、オゾン層保護法及びフロン排出抑制法に基づき、フロン

類のライフサイクル全般にわたり、蛇口、上流、中・下流ごとに施策を進めてまいりまし

た。蛇口についてはオゾン層保護法、上流・中流についてはフロン排出抑制法における各

施策と地球温暖化対策計画の見直しについて、次のページから説明させていただきます。 

 ２ページ目を御覧ください。蛇口対策として、モントリオール議定書キガリ改正を着実

に履行するため、オゾン層保護法に基づく基準限度を決め、それを超えないよう製造量、

輸入量の割当を実施し、代替フロンの消費量、製造量を段階的に削減しています。 

 図の緑色の階段が、モントリオール議定書キガリ改正に沿った我が国の代替フロンの基

準限度となります。これを超えないように、この赤い線で示されたフロン類使用見通しに

沿って、オゾン層保護法でフロンの製造量と輸入量を割り当てているところでございます。 

 割当の結果、代替フロンの消費量が基準限度を下回っておりますので、このままいけば、

2024年に大きく下がる基準限度をクリアできる見込みと考えております。ただ、今後は、

2029年に基準限度が70％に大幅に削減されますが、基準限度を下回るよう、引き続き割当
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を着実に運用してまいります。 

 ３ページ目を御覧ください。上流対策の１つとして、昨年度（2023年度）から５年間の

計画でグリーン冷媒・機器開発事業を実施しています。最終的に、地球温暖化係数（ＧＷ

Ｐ）が10以下の冷媒の開発とその適用機器の開発を支援しています。2018年度～2022年度

の事業において、新たに開発された冷媒には省エネ性の低下や安全性などの課題がござい

ます。この課題を解決するべく、最適な混合冷媒の開発とこれに対応した機器の開発支援

を行うことで、代替冷媒のめどがついていないエアコン分野や小型業務用冷蔵庫の分野で

フロンの代替を進めてまいりたいと思っております。 

 ４ページ目を御覧ください。同じく上流の対策の１つとして、フロン排出抑制法に基づ

く指定製品制度の取組状況について御紹介いたします。この制度は、フロンのトップラン

ナー制度とも呼ばれておりまして、製品分野ごとに使用される冷媒の地球温暖化係数の目

標値とこれを達成する目標年度を定めております。昨年のフロンワーキングでの審議を踏

まえ、業務用エアコン、コンデンシングユニット及び定置式冷凍冷蔵ユニット、中央方式

冷凍冷蔵機器の区分について改定や追加を行いました。 

 ５ページ目をお願いいたします。中流対策として、フロン使用機器からの漏えい防止対

策のため、遠隔監視システムの導入を推進しているところでございます。フロン排出抑制

法では、フロンの使用時漏えいを防止するべく、３か月に１回の簡易点検を機器の管理者

に義務づけているところでございます。 

 一方で、この点検によって漏えいを発見するだけではなく、機器の状態値を計測して、

これを正常値と比較することで、漏えいの可能性を検知できるシステムが既に市場で販売

されております。そのため、その性能について一定の要件を満たすことで、漏えい検知に

必要な措置が講じられている場合には、フロン排出抑制法に規定されている簡易点検に代

えることができる旨の告示改正を2022年８月に行ったところでございます。 

 ６ページ目をお願いいたします。本年２月18日に地球温暖化対策計画を３年ぶりに見直

し、2040年度温室効果ガスの排出量目標を設定しました。代替フロン等４ガスについては、

2013年度比マイナス72％に設定しました。 

 ７ページ目をお願いいたします。2050年ネット・ゼロに向けて、代替フロンのさらなる

削減が必要です。そのため、現行の取組の一層の推進を図るとともに、追加的な取組を検

討していく予定です。 

 ８ページ目は、フロン類のライフサイクル全般にわたる排出抑制対策を参考資料として
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添付していますが、説明については割愛させていただきます。 

 資料の説明は以上となります。 

○宮地室長  化兵室の宮地でございます。私から化学兵器禁止法の施行状況と動向につ

きまして資料７を基に説明させていただきます。 

 では、１ページ目を御覧ください。化学兵器に関しましては、条約及びその国内法であ

る化学兵器禁止法に基づき、製造、所持、譲受、譲渡を禁止し、サリンなどの特定物質の

製造等については許可制にしております。また、化学兵器の原料となり得る指定物質や識

別可能な有機化学物質の製造等を行っている事業所については、届出により設備の情報や

製造数量等を把握し、ＯＰＣＷに申告を行っております。申告を受けたＯＰＣＷは、各国

の申告内容を国際検査により検証するとともに、各国の輸出入について整合が取れていな

い場合は、各国に調査を依頼しております。 

 左下を御覧ください。ＯＰＣＷに対する貢献やトピックスとしましては、分担金の拠出

のほか、国際検査の効果的、効率的な検査実施の検討に参画しており、一昨年からは一来

日で３事業所連続の検査も受け入れております。移譲不整合については、後ろのページで

紹介させていただきます。 

 ２ページ目を御覧ください。化兵法に基づく年間の届出件数は、予定数量で80から90件、

実績届出で600件程度で推移しており、このうち８割以上が電子で届出されています。 

 ＯＰＣＷによる国際検査は、通告を受けた後、事前に経産省とＮＩＴＥ職員が対象事業

所における準備状況の確認を行うとともに、当日は検査が的確かつ円滑に実施されるよう

に立ち会っております。28年間で延べ370件程度を実施しており、昨年は８件を受け入れ

ており、いずれも問題なく終了しております。 

 資料３ページを御覧ください。昨今の課題への取組としまして、１つ目は、移譲不整合

問題です。ＯＰＣＷは、各国から申告された輸出と輸入数量を比較しまして、差がある場

合を移譲不整合と呼んで、各国に毎年調査を依頼しております。我が国でも依頼を受けま

して、貿易統計の確認や輸出入事業者への問合せなどを行い、不整合の解消に努めており

ます。昨年４月には、ＯＰＣＷ主催のワークショップで日本の取組事例を紹介しておりま

すし、毎年11月開催のオランダでの各国当局者会合でも、移譲不整合が発生している国と

バイ会合を行うなど、解消に向けた働きかけを行っております。 

 右側を御覧ください。化学兵器の脅威に対しましては、ＯＰＣＷとしましては、ウクラ

イナやシリアに調査団を派遣しております。国内における取組といたしましては、日本化
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学工業協会が指定物質等の取扱事業者に適切な管理を促すため、流通管理指針の改訂作業

を現在行っております。また、経産省では、要人来日時に、取扱事業所に対し保管、管理

の徹底を要請しているところでございます。 

 ４ページ目を御覧ください。参考といたしまして、化兵法の概要を添付しております。 

 私からの説明は以上になります。 

○東海会長・委員長  それでは、化学物質規制に関する国内外の動向を踏まえた産業界

の取組として、前回の会議では、次世代の化学物質情報伝達システム、ＣＭＰ構想につい

て紹介がありました。ここからは、ＣＭＰタスクフォース共同リーダーの古田様より、そ

の後のＣＭＰ構想の進捗を説明いただきます。古田様、お願いいたします。 

○古田様  ありがとうございます。ＣＭＰタスクフォースの共同リーダーをしておりま

すキヤノンの古田と申します。よろしくお願いいたします。 

 それでは、２ページ目、まず、ＣＭＰの概要でございますが、左下の絵にございますよ

うに、現在は、サプライチェーンの化学物質情報を吸い上げるために、フォーマットは統

一されているものの、そのフォーマットをメールに添付するような形で、サプライチェー

ンの川下メーカーから上流メーカーに対して、この部品の中ではどういう化学物質が使わ

れているかどうかというような調査を行っております。 

 御存じのとおり、化学物質の規制というのは、年に２回ほどアップデートされます。そ

の２回アップデートされるたびに、サプライチェーンに対して調査を行うということで、

かなり膨大な調査の負荷がかかっているということでございます。 

 ４、５年前から、この状態を何とかしようということで、自動車メーカー、電機メーカ

ー、化学メーカー等々、みんなで議論を重ねてまいりました。その結果、サプライチェー

ンを一度ブロックチェーンでつないでしまおうと。ブロックチェーンでつないでしまえば、

例えばコンソーシアムのような団体から、今度こういう物質が規制になりますというよう

な情報を発信することで、上流の化学メーカーさんのほうでデータがアップデートされれ

ば、そのデータはブロックチェーンを伝わって、川下メーカーのほうに伝達されることに

なります。調べ直しで発生する調査、回答するというような業務が大幅に効率化されると

考えております。 

 次、お願いします。当初は、化学物質規制に対する対応というところを念頭に置いて議

論してまいりましたが、昨今、資源循環、特に欧州ではＥＳＰＲという形でエコデザイン

規則というものが議論されており、資源循環、すなわちリユース材、それからリサイクル
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材の活用が求められておりますので、こういった情報も併せて網羅していきたいと考えて

おります。グローバル連携という意味においては、私どものサプライチェーンは約半数が

海外に依存しております。そういう意味で、国際規格に準拠したシステムにすることによ

って、海外からもスムーズにデータをいただく、ないしデータを提供するということをや

っていきたいと考えた次第でございます。 

 次、お願いします。なぜ化学物質情報の中で資源循環情報が捉えられるかといいますと、

ＣＭＰの情報は、製品があり、その下に構成する部品があり、その部品の中にどのような

材料が使われているか、その材料がさらにどういう化学物質で構成されているかというヒ

エラルキーな構造になっています。 

 現在は、バージン材を中心にデータをいただいているわけですが、例えば、材料のとこ

ろに、この材料はリサイクル材が20％含まれていますという情報が入ってくれば、そのリ

サイクル材について、プレコンシューマー材なのか、ポストコンシューマー材なのか、ど

ういうソースのリサイクル材なのかといったような様々な情報をいただくことによって、

そのリサイクル材の活用用途が広がっていくだろうということを期待して、リサイクル情

報を入れることにしております。 

 次、お願いします。タスクフォースメンバーは、今、任意の団体でございますが、約60

社、化学品メーカー様から、川中、電機電子、自動車まで、非常に多くの方に議論に入っ

ていただいております。 

 これがＣＭＰタスクフォースの議論の枠組みでございまして、トヨタ自動車の方と共同

リーダーという形で務めさせていただいております。 

 このようなサプライチェーンの情報連携システムをどういう形で構築しようかという議

論をしている最中に、経済産業省さんのほうから、ウラノス・エコシステムというコンセ

プトが昨年提案されました。これは、サプライチェーンの情報連携基盤をつくっていく。

右側に協調領域と書いてありますが、競争することなく、みんなでこの情報連携の基盤を

つくることによって、サプライチェーンの中の情報をスムーズにやり取りしていくものを

つくっていくという構想が示されました。 

 最初に、欧州電池規則の自動車のＥＬＶバッテリーからスタートしたわけでございます

が、ＣＭＰもサプライチェーンの中での情報を収集するということでは、同じコンセプト

になります。そういう意味で、ウラノス・エコシステムのコンセプトを活用させていただ

くことによって、より早くＣＭＰの基盤を構築できるのと同時に、コスト的にも安く構築
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できるのではないかというところで、ウラノス・エコシステムをベースに開発をしていこ

うということになりました。 

 タスクフォースメンバーでアンケートを取ったところ、このＣＭＰによって大体25％ぐ

らいの工数が削減されるというアンケート結果になりました。大手の企業ですと、今、化

学物質の情報伝達に関して数億円の工数がかかっています。そういう意味で、25％という

工数削減は、大きなコストダウン要素になるのではないかと考えています。 

 次、お願いします。現在のステータスでございます。現在は基本設計が完了した段階で

ございます。25年度にシステム開発を行い、26年度に大規模実証並びにリリースをしてい

きたいと考えております。 

 あわせて、我々のサプライチェーンの多くの企業が存在する東南アジアに関して、この

ＣＭＰを展開していけないかということを考えておりまして、27年にシステム展開ができ

るような形をイメージして、これから調査等々を始めていくという形になっております。 

 さらに、今後の展開として考えていますのが、資源循環プラットフォームへの拡大とい

うことでございます。ＣＭＰはあくまでも動脈の情報連携なのですが、最終的に製品がお

客様のところで使われるという形になり、その使われた結果が、回収事業者並びにリイク

ラーのほうに回り、またそれが資源として戻ってくるという流れを考えて、静脈側のシス

テムと一体化させて、資源循環プラットフォーム、動静脈一体のシステムをつくっていこ

うということを考えております。 

 このシステムのイメージでございますが、動脈側の立場からすると、リユース部品であ

ったりリサイクル材を使用する段階における遵法の確保を念頭に情報が欲しいということ

になります。ここで動脈側ですけれども、あくまでも動脈側の製品を売って、お客様が使

って、それが廃棄されるというところでは、３年、５年、10年というタイムラグが出てま

いります。そのタイムラグが出てくるとき、すなわちその期間に化学物質の規制などは変

化してまいります。より厳しくなってきます。そうすると、リサイクル材ならリサイクル

材を使おうと思ったときの規制に適合しているものなのかどうかということをきちんと判

断した上で、リサイクル材の活用をやっていかなければなりません。 

 そういう意味で、ＣＭＰのデータをきちんと確保して、そのデータを回収する事業者さ

ん等々がきちんと読み込むことによって、この製品であれば今の法律にも適合した材料と

してリユース、リサイクルができるという判断ができるようになってくるだろうと。こう

いった形で情報を回していくと。それが資源循環に資するということを考えまして、進め
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てまいりたいということになっております。 

 現在、資源循環側は、様々なイニシアチブが立ち上がっております。こういった様々な

イニシアチブはそれぞれ目的があって進めているわけでございますが、やはり来るべき循

環型の情報連携をきちんとしていくということからすると、みんなの英知をまとめようと

いうことになりまして、2025年度から、これらのメンバーが一堂に会する座組みをつくっ

ていただきまして、議論し、2026年度以降の開発等々に進めていこうということになって

おります。 

 簡単ですが、私からは以上のように報告させていただきます。ありがとうございました。 

○東海会長・委員長  ありがとうございました。 

 それでは、質疑応答及び意見交換に移りたいと思います。時間の関係もありますので、

大変恐縮ではございますが、こちらから指名させていただければと思います。 

 まずは、会場参加の岩田委員からお願いいたします。 

○岩田委員  日本化学工業協会の会長をしております、住友化学社長の岩田でございま

す。 

 本日は化学物質の管理に関しまして、多岐にわたる、しかも最新の内容の説明をいただ

きまして、どうもありがとうございます。私からは１点だけ、コメントといいますかお願

いしたいことがあります。 

 ＧＦＣ、グローバル・フレームワーク・オン・ケミカルズの中の１つ、戦略目標のＤに、

より安全で持続可能な製品の開発というのがあるのですけれども、より安全で持続可能な

製品という定義がちょっとくせ者でして、ヨーロッパなどではこの定義について政府と企

業が協力してガイダンス作成などの検討が進んでいるとも聞きます。その中では、有害な

化学物質の使用を減らす、いわゆるハザード管理が要件の１つとなっているとも聞いてお

ります。 

 この考え方自身、否定はするものではないのですけれども、日本では、従来から化学物

質の安全性については有害性だけではなくて暴露量も考慮したリスクとして捉えて、使用

時のリスクを最小にするための管理が基本原則だと理解しております。有害かどうかだけ

の単一の基準ではなくて、ハザードのある化学物質であっても、暴露量を減らすと使用時

のリスクは減るといった、非常に合理的な判断基準だと私は理解しているのですが、例え

ば日本の化学産業の競争力を考えてみますと、その根源というのは、高機能、高品質の化

学製品の開発でありまして、そのような開発には単純なハザード管理というよりも、リス
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ク管理によって高機能、高品質の化学品を使いこなすといったことが重要になってきます。 

 したがって、ここからはお願いなのですけれども、日本のリスク管理という考え方を国

内だけではなくて、ぜひとも国際社会においても浸透するように、逆から言うと、国際社

会が行き過ぎたハザード思考に流れ過ぎないように、そういったことを国際社会に向けて

政府としても発信していってほしいというのがお願いであります。 

 以上です。ありがとうございました。 

○東海会長・委員長  ありがとうございました。それでは、続きまして、大口委員、お

願いします。 

○大口委員  ＪＥＣ連合の大口と申します。御説明ありがとうございました。 

 私どもＪＥＣ連合は、化学エネルギー産業に関わる企業の労働組合が中心として結集し

た組織でありまして、私が所属する化学部会においても、産業政策等に関わる取組をして

おります。その中で、今日説明いただいた中に少し関連するものがありますので、その件

について２点ほどちょっと確認させていただければなと思います。 

 化学物質管理政策及び最近の動向の中で、水銀灯の蛍光ランプからＬＥＤへの切替えに

関してというところであります。家庭でも取組されていますけれども、企業でも順次交換

しております。その中で、古い建物の中からは、過去の蛍光灯ランプの微量ＰＣＢが混入

した安定器入りの機器が出てくると。 

 それに対して処理を考えてはいるのですけれども、その処理方法に関して、経産省のＰ

ＣＢ機器の処理促進に向けた取組で実施された適正処理に関する説明会の中で、令和４年

度では、処理方法は環境省にて検討中ということであります。令和５年度では、現時点で

はその処理のめどは立っておらず、ＪＥＳＣＯでの処理も検討くださいというようになっ

ているということでありまして、その後の経過などがもしお分かりでしたら、この場でそ

ぐわない質問かもしれませんけれども、教えていただけたらなと思います。 

 続いて、２点目になりますけれども、プラスチック資源循環のための化学物質リスク評

価ツールの開発という説明をいただきました。これは今後、プラスチックの再利用に関し

ての数量を増やしていこうという取組だと思うのですけれども、現時点で産業廃棄物とし

て処理している廃プラの量が、再生のほうに回ると、産廃処理をされている企業にとって

のカロリー源としての量が少なくなってくるのかなと。そういう意味で、全体のバランス

を見た中で、今後長期の戦略を組む上で、プラスチックのところがどういう流れになって

いくのか、こういうものもその業者にとっては非常に気になるところなのかなと思います
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ので、またそういう動きがある程度分かった段階で、早目の周知をいただけたらなという

要望でございます。 

 以上２点であります。よろしくお願いいたします。 

○東海会長・委員長  ありがとうございました。それでは、神谷委員、お願いします。 

○神谷委員  私、中央会という様々な業種の組合組織の集まりの団体でございます。私

自身は、いわゆるメッキという製造業の片隅におるわけですけれども、ＣＭＰというのは、

まさにそのとおりで、何度も何度も同じ薬品が入っているのかどうかという調査がござい

ました。まだまだ計画途中ということですけれども、自動車関係さんだと大分減ってきた

のかな、データの管理がされてきたのかなというのを体感として感じているのですが、小

さな業界さんだと相変わらず何度も何度も同じ書類が回ってきてということをやっており

ます。早くできるといいなと思っております。 

 私どもメッキということで、その製品に入ってくだけではなく、処理の途中で、外には

出ないのだけれども、処理液の中にこういう物質が入るということがあるのです。特に、

先ほどの御説明でＮＰＥ、界面活性剤なのですけれども、私ども普通に使っていたものな

のですけれども、これが規制に入ってくるということで、多分、末端の小さな企業は分か

っていないと思うのです。しかも、私ども薬品を調合しているわけではなく、材料屋さん

から仕入れて使っているので、製造の材料屋さんがこういうことの情報をきちんと得ても

らって、ＳＤＳで公開してもらわないと、私どもは禁止物質を使っていることすら分から

ない状態というのがあります。ですから、個々に周知はやはり難しいと思うので、こうい

う組合のような組織の事務局トップあたりに積極的に開示していただけると、末端まで行

くのかなというのを感じております。 

 また、この場所ではちょっとそぐわないかもしれないのですけれども、私ども機械とい

うか製造なのですけれども、食品添加物は、私どものこういう規制からいきますと、ちょ

っと緩いような気がするのです。確かに食パンなどは短期で腐ってはいけないので、それ

なりの添加物を入れなさいというのは分かるのですけれども、着色だとか、少し粘度を上

げるだとか、本来本当に要るのかなというものが大量に入っていて、しかもそれが表示さ

れていないような気がして、そちらも少し目を向けていただけるとありがたいかなと思っ

ております。 

 以上です。 

○東海会長・委員長  ありがとうございました。それでは、蒲生委員、お願いします。 
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○蒲生委員  ありがとうございます。産業技術総合研究所の蒲生です。 

 本日、一連の化学物質管理課の取組について御紹介いただいて、ありがとうございます。 

 我々のところのように研究をやっていますと、こういう化学物質管理を支える個々の技

術に関心があったり、あるいは大きい在り方みたいなものに関心があったりではあるので

すが、どうしても、国民周知、事業者への周知といったことに思い至らないところがあり

ます。そういうところもすごく丁寧に取り組まれていて、やはりこういう足下の取組をな

いがしろにしないというところが改めて伺えて、よかったなと思っております。 

 あと、それだけではなくて、合理化とか効率的な運用にも小まめに工夫を施すような紹

介も幾つかあったかと思いまして、そういうところも聞くことができて、大変よかったな

と思っております。 

 それから、ＧＦＣがマルチセクター、マルチステークホルダーを謳っているということ

で、あと最近の大きいトピックとしては、資源循環に対応するプラスチック循環の化学物

質の問題というのが１つ大きいかと思うのですけれども、これについては常々、国だけが

やればいいとか、産業界がやることだとか、あるいは研究を取り組めばいいということで

はなく、やはり各ステークホルダー、関係者の知恵を結集して取り組むぐらい大きい問題

だと思っております。 

 そういう意味では、今回、化審法の中で再生プラスチックがどう位置づけられるか、閾

値の問題も含めて、すごく緻密に検討いただいたというようなことも、よかったかなと思

いますし、ＣＭＰの動脈からさらに静脈にリーチしていくような取組も伺えたということ、

それから、リスク評価のツール開発、御紹介の中で産総研が出てきて、あれは実は私ども

のところで研究開発を担当させていただくわけですけれども、そういう産学官がそれぞれ

に自分事として問題を捉えて進めていくということ、そういうふうになってきているなと

いうのを確認できたかなと思いました。 

 なので、こういったことがもっともっと広がって、しかもつながっていくという形で、

この難しい問題に取り組めばいいのではないかなと思った次第でございます。いずれもコ

メントですが、ありがとうございます。 

○東海会長・委員長  ありがとうございました。それでは、須方委員、お願いします。 

○須方委員  日化協、須方でございます。 

 まず、2024年度、多岐に及び、また膨大な化学品管理に関する取組につきまして、短時

間でコンパクトにまとめて、分かりやすく説明くださいまして、どうもありがとうござい
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ます。 

 先ほど、私どもの協会の会長からもコメントがございましたが、ＧＦＣにおいて、セー

ファー・アンド・サステナブル・ケミカルズということで、より安全で持続可能な化学品

の開発を進めていくということが取り上げられております。これのポイントは、セーファ

ーと比較級になっているところだと私は理解しております。すなわち、今後、セーファー、

安全なものについて、これだけを開発したら終わりということではなくて、不断に、より

安全なものを社会として追求していくということであろうと思っております。 

 そういう意味では、社会制度として不断にそういったものに取り組めるような環境を整

えていくということが重要であろうと考えております。先ほど、ＧＦＣの中で、まさにマ

ルチセクター、マルチステークホルダーが関わっているということで御説明くださいまし

たけれども、私自身もＧＦＣの数多い特徴のうちの１つがそれであると考えております。 

 ＧＦＣの戦略目的のＤの中では、幾つかの行動目標がございまして、まさに様々なステ

ークホルダーがいろいろな角度からこれに取り組んでいくということが今目指されており

ます。そういった国際的な状況を考えますと、例えば、こうした化学物質に関する政策を

検討するような場につきましても、企業価値を化学品管理の切り口から検討するというよ

うなお話も出てきておりますように、ステークホルダーがこれまでの範疇でいいのかどう

かということも含めて、広く御検討いただけたらなと思います。 

 以上です。 

○東海会長・委員長  ありがとうございました。それでは、ここで一度、事務局より回

答をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○大本課長  御指摘、御示唆、ありがとうございます。私のほうから、岩田委員、あと

大口委員の最初のコメント、また蒲生委員、須方委員のコメントについてコメントさせて

いただければと思います。 

 岩田委員からＧＦＣ、また日本流のリスクベースの化学物質管理、こういうところがし

っかり国外にもという話がございました。化学物質管理につきましては、平成21年度に化

審法が改正されまして、ハザードベースのみに着目した規制体系から、リスクベース、い

わゆる有害性から環境排出量、暴露量を掛け合わせたような概念にかじを切っているとこ

ろでございます。このリスクベースの管理をしっかり、本日午前中の制度構築ワーキング

でも見直しの議論をさせていただいているところでございますし、リスクベースに関して

は、日本としてもしっかり発信していくことが重要だと改めて思った次第でございます。 
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 また、大口委員から、ＰＣＢのところで、いわゆる安定器にＰＣＢが含まれている話で

御質問がございました。こらについては、環境省が御担当しているということで、確認も

させていただいたところでは、今まだ公表には至っていないところでございますけれども、

環境省によりますと、今のＰＣＢを含有しているおそれのある安定器につきましては、中

間貯蔵・環境安全事業株式会社、いわゆるＪＥＳＣＯに対して処分の依頼をすることがで

きると伺っているところでございます。そういう意味では、ＪＥＳＣＯに対しての御照会

が考えられるところでございます。 

 また、蒲生委員からも、ＧＦＣ、またプラスチック、各ステークホルダー、こういうこ

とに知恵を結集して取り組むべきだというところもありました。また、須方委員からも、

ＧＦＣのいわゆるＤと言われるところのマルチセクター、マルチスークホルダー、そうい

うところでの化学物質管理をしっかり責任を持ってやるという話もございました。まさに

御指摘のとおりだと思っています。Ｄのところについては、ライフサイクル全体を通じた

化学物質の適正管理ということで、国際的な観点、また国、地域、産業界、国、企業、プ

レーヤー、それぞれが主体的に関与していくことが重要だとうたわれているところでござ

います。 

 そういう意味では、この化学物質管理、また廃棄物管理、情報管理も含めたところでご

ざいますけれども、そういうところをしっかり適正に対応していくことが重要でございま

す。それぞれの立場で、よりよい形で持っていくことが重要だと考えてございます。引き

続きよろしくお願いできればと思います。 

 私からは以上でございます。 

○内野室長  コメントありがとうございます。 

 いただいたコメントについては、岩田委員から、リスク管理の重要性についての励まし

のお言葉を頂戴したと思っております。化審法でも平成21年度改正以降、暴露については、

製造・輸入事業者様から多大なデータと用途も含めいただいたもので暴露評価をさせてい

ただいて、それで有害性情報との掛け合わせでリスク評価をさせていただいております。

こういったものを、仕組みの不断の見直しも含めつつではあるかもしれませんけれども、

しっかりとやらせていただいて、１つのケースとして各国の方々にも認知していただける

ような形で、引き続き取り組めればと思っております。 

 大口委員から頂戴した、プラスチックの資源循環ツールに関連して、産業廃棄物として

従来使われていたものが減ってというところについての、御懸念に近いようなコメントだ
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ったかもしれませんが、こういったマテリアルリサイクルは、今は黎明期と認識しており

まして、全体どうなるかというところに関しては、おっしゃるように、こういった取組が

進んでいく中で全体のボリュームの動向を見ていく、資源循環の部局もございますので、

そういったところと協力しながらとも思っております。 

 神谷委員から頂戴したＮＰＥのところに関しましては、１点だけ、禁止物質ではござい

ませんで、適正利用ということで、環境中に残留しないようにというところで、従来より

は少し御対応を増やさせていただいていると。こういう物質でございますけれども、そう

いったところの周知を、我々も中小企業さんにもお伝えするよう頑張ったつもりではある

のですが、まだちょっと行き届いていないところがあるやの御示唆だと思っておりますの

で、我々としても引き続きそういった取組は積極的にやっていきたいとも思っております。 

 また、今回の措置に伴いまして、ＮＰＥが含まれているものに関して、情報伝達の義務

はかかっていきますので、あるいはそういった製品が入った場合の表示の義務というのが

入っていきますので、お使いになられる方に行き渡るような仕組みというのが今後、４月

１日以降、進んでいければとも思っております。 

 また、食品添加物についてのコメントにつきましては、直接暴露を見ているような効率

に関するところのコメントと思っておりますので、ここは関係省庁で、そういった御示唆

があったことも含めて、引き続き情報共有等していければと思っております。 

 ありがとうございます。 

○大本課長  神谷委員から、ＣＭＰに関してコメントがございましたので、それについ

ては古田さんからよろしくお願いいたします。 

○古田様  ＣＭＰに対して応援メッセージをいただいたかと思います。ありがとうござ

います。 

 ＣＭＰ、来年、一応実装していくつもりでございますが、ブロックチェーンをサプライ

チェーンにつながなければ、その効果は半減してしまうと思っています。特に大切なのが、

中小企業さんに対してきちっとつないでいただくようなことを働きかけていかなければな

らないと考えておりますので、また実行する段階ではいろいろなところにお願いをしてま

いりたいと思っていますので、ぜひとも御協力のほどよろしくお願いいたします。 

○東海会長・委員長  それでは、続きまして、オンラインで参加されている委員から御

発言をお願いできればと思います。最初に、織委員からお願いいたします。 

○織委員  ありがとうございます。包括的な枠組みを教えていただいて、大変勉強にな
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りました。 

 実は午前中の委員会でも議論になったリサイクル素材における資源循環性と化学物質の

安全性をどうやってこれからやっていくかというのが、プラスチック汚染条約も含め大き

な議題になっています。今回、午後の委員会のほうでは、産業界の方からいろいろな取組

を教えていただいて、ちょっと具体的な道筋が見えたかなと思っています。 

 午前中の会議でも議論になっていたところなのですけれども、プラスチック再生材を可

能な限りを使っていこう、廃棄物ではなくて動脈のほうに回していこうとすると、非常に

多くのステークホルダーも出てきますし、いろいろな物質が入ってくる。特に可塑剤がど

んなものが使われているのか分からない。その中でマテリアルリサイクルを促進していこ

うとなると、２つ問題が出てくると思うのです。 

 １つは、品質を各メーカーが保証しなければならない。自動車の場合は安全性というこ

とだと思いますけれども、それから、人への健康というものがその処理の過程、あるいは

加工している過程でどうなってくるか、こういう部分の問題を、従来の化審法の適用外か

適用内かということだけではなかなか区分ができなくなってくる。まさにおっしゃるよう

にＬＣＡ全体で考えていったときに、新しい再生材を使うことのリスクをどのように計算

して、どの程度人の健康に影響があり、あるいは品質に影響があるということをこれから

データをそろえていかなくてはいけないというところになってくるのかなと思います。 

 そういう意味では、今回御報告があった、企業のサプライチェーンを通じての情報共有

の中に、どういった用法で使われているのかという暴露情報を１つの例示として表してい

ただくことによってリスク計算ができて、ここで静脈の廃棄物の部分と化学物質のほうが

統合的にできるというアプローチがあるのかなという気はします。 

 すぐに法律がどうこうというよりは、一つ一つそういったサプライチェーンごとの企業

の方の情報をぜひ集めていただいて、どんな分析方法があるのか、あるいはどういったサ

ポートがあるのかということを産業界のほうから声を出していただきながら、オールジャ

パンでサポートしていく。 

 また一方で、静脈、廃棄物の世界と化学物質の安全性の世界をつなげていくときに、国

民の方にそのリスク、特に製品含有化学物質についてどういうリスクがあるのかという情

報を、企業から、あるいは行政から出していただくシステムをつくっていくということが

重要なのかなと思っています。 

 ただ、星取り表みたいな形で、例えば製品含有物の廃棄物になったときの話を考えてリ
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サイクル素材を使っていくときに、どこに情報があって、どういうのができるかというの

で、ここは分かっている、分かっていないという、何となく全体が見えないと議論がしに

くいかなという印象を受けました。 

 以上です。 

○東海会長・委員長  ありがとうございました。それでは、続きまして、柿本委員、お

願いします。 

○柿本委員  柿本でございます。私からはコメントと要望でございます。 

 まず、現状について広範な御報告をいただきまして、ありがとうございました。 

 まず１点目でございます。資料３の３ページのところの化審法に指定されたものの報告

が出ておりますが、ＣＯＰ９での決定からしますと随分時間はかかったのですが、指定さ

れたということで、ほっとしております。ありがとうございました。 

 続いて、水銀汚染防止法についてでございますが、最終消費者である私どもが取り替え

るときに、現場では店頭などで聞いてほしいとも書いてありますし、動画配信などもされ

ているようですけれども、やはり幅広い年代の者がこれに関わってまいりますので使えな

くなったものを廃棄するタイミングや、廃棄する方法なども周知に力をいれていただきた

いと思います。 

 ３点目に、プラスチック汚染条約についてなのですけれども、ぜひ予防的な対策を考え

て臨んでいただきたいと思います。日本の主張・対応のところに、化学物質に関する共通

基準の明確化と書いていただいていますけれども、織委員の意見とも重なりますが、懸念

化学物質というのもございますので、やはり情報開示をしっかりしていただいて進めてい

ただきたいということと、環境に配慮した製品設計については、リデュースをぜひ中心に

据えていただきたいと考えます。女性や子供には影響が大きいと考えられるという論文も

出ておりますので、ぜひ丁寧に取り組んでいただきたいと思います。 

 それから、資料５のＰＲＴＲの電子届出についてでございます。86.4％に上がったとい

うことなのですが、これは私は毎回申し上げているのですけれども、書面届出をしている

事業者にヒアリングなどもしていただいているようですけれども、書面で出している事業

者は、もしかしてＰＲＴＲのけんさくんというのにも、つながっていないのではないかと

考えたりもいたします。ですので、どこに問題や課題があって、どのようにしたら克服で

きるのかということをぜひしっかりやっていただいて、電子届出が100％になるようにし

ていただきたいと思っております。 
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 最後でございます。資料６のところの代替フロンでございますが、２月の東京新聞によ

りますと、東京都の代替フロンの回収が必ずしもうまくいっていないというような記事も

ございましたので、ここのところはぜひしっかり排出量を減らしていただく取組を進めて

いただくように応援していただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○東海会長・委員長  ありがとうございました。続きまして、齋藤委員、お願いいたし

ます。 

○齋藤委員  齋藤でございます。 

 今回、フロン対策ワーキングの座長として参加させていただいております。既に皆さん

から重要な質問がいろいろなされてきたところでありますので、フロンを中心にお話しさ

せていただきたいと思っております。 

 今回、話を聞いていて、資源循環の辺りの話が非常に重要だと思ったところであります。

御承知のとおりで、フロンは地球温暖化物質であって、非常に温室効果が高い物質であり

ますので、どうしても資源循環を早く進めなければいけない物質の１つだと思うのですが、

フロンの回収、それから再生、さらには、フロンを主として使いますエアコンの資源循環

が思うように進んでいないというのが現状だと思います。今回、プラスチックが資源循環

では主だと思って聞いていたのですが、ぜひこのフロンも対策を進めていただければと思

っております。 

 資料３を見させていただいた中で、資源の有効利用促進法というのがあるのですが、こ

れも一体どの物質を対象にしているのかお教えいただければと思います。やはりプラスチ

ックなのでしょうか。また、促進法の中で対象とするサプライチェーンはどの辺まで考え

ているのでしょうか。メーカー、あるいは回収業者等含めて対象にしているのか、教えて

いただければと思います。 

 それから、資料８でＣＭＰの化学物質の情報伝達の話がありましたが、これはフロンに

も非常に重要な話になると思いますので、ぜひ進めていただければと思って聞いておりま

した。これも一体どの物質まで対象にしているのか、ぜひお伺いできればなと思っており

ます。 

 最後ですが、資源循環の話とは異なりますが、ＰＦＡＳ全体の話は今どうなっているの

かというのをお聞かせいただければなと思っております。といいますのも、経産省のほう

で次世代の低ＧＷＰ冷媒の物質の開発が進んでいるわけですけれども、その中に、ＰＦＡ
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Ｓの規制対象になるのではないかと言われているような物質も含まれておりますので、き

ちんと調査していくのが重要だと思っております。一時期、マスコミなどでもＰＦＡＳの

話は随分騒がれたのですが、最近、大分おとなしくなってしまっているので、どのように

なっているのかというのをぜひお伺いできればなと思っております。 

 以上です。 

○東海会長・委員長  ありがとうございました。それでは、東嶋委員、お願いいたしま

す。 

○東嶋委員  ありがとうございます。東嶋です。 

 御説明ありがとうございました。全体を通じて、業務の効率化、合理化が図られて、各

種の政策が着実に実施されていること、それからリスコミの研修等も充実しているという

ことがよく分かりました。 

 それで、私からコメントは１点なのですけれども、蛍光ランプやフロンの規制に関して、

消費者の行動が直接貢献するということは少ないかもしれませんが、消費者の皆さんに意

識を持ってもらうことで世論を喚起して、事業者や産業界の行動の変化につながると思っ

ておりますので、ぜひほかの省庁とも連携して、消費者や自治体向けに幅広の周知という

ことをお願いしていただきたいと思います。 

 以上です。 

○東海会長・委員長  ありがとうございました。それでは、ここで事務局から回答をい

ただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○大本課長  織委員、柿本委員、齋藤委員、東嶋委員、いろいろ御示唆をいただきまし

てありがとうございます。 

 織委員からは、化学物質管理、また廃棄物管理、資源循環、一体的にＬＣＡ的に進める

べきという御示唆と理解いたしました。特にＧＦＣの中でもＤということで、先ほどもち

ょっと申し上げましたけれども、化学物質と廃棄物の適正管理、ライフサイクル全体とし

てのそれぞれのセクターにおける関与、コミットが重要だというところもありますし、現

行の化審法、また３Ｒ、リユース、リデュース、リサイクルの取組、最近だと環境活動の

３Ｒから経済活動への循環の輪ということで、特に動脈と静脈の連携、さらに今のライフ

サイクル全体としての取組が重要で、先ほども各委員からいろいろ御示唆がありましたけ

れども、資源有効利用促進法、こういう改正法案の動きもありますし、今のＣＭＰみたい

な話、また産総研の取組も含めて、トータルでこれらの問題について取り組むべきと思っ
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ています。産業保安・安全グループのみならず、経済産業省のＧＸグループによる資源循

環、また環境省による廃棄物管理も含めて一体的に取り組むべきものと考えているところ

でございます。 

 また、柿本委員からも、特に水銀汚染防止法のところで廃棄する方法も取り組むべきと

いうことで、これについては、今後その周知活動に関して、基本的には自治体に沿った捨

て方というか、廃棄の話もございますけれども、そういうところの消費者の方の行動もし

っかり捉えた上で、周知活動も取り組んでいければと思ってございます。 

 また、プラ条約の話もございました。そういう意味では、プラ条約に関しても今まさに

審議しているところではございますが、日本でしっかり取り組んでいる製品設計を意識し

た活動とか、ライフサイクル全体で取り組むことの重要性に関して主張させていただいて

いるところでございますけれども、そういった取組を引き続き対応させていただければと

思っています。 

 また、齋藤委員からも、資源有効利用促進法に関しての御質問がございました。今のと

ころ、自動車、また容器包装、いわゆる再生レアメタル、こういうところも資源循環を進

める資源として検討していくことで承知しているところでございます。 

 また、ＰＦＡＳの全体の話もございました。化審法に関しては、ＰＯＰｓ条約で紹介の

ありました国際的な議論を踏まえて、国内の審議会での審議を踏まえて措置をしていると

ころでございます。一方で、水質関係も今議論が進んでいて、水道関係も含めて暫定措置

を見直すというような動きもあります。ＰＦＡＳをめぐる対応というのは、政府全体とし

ても取り組んでいるところでございます。 

 また、東嶋委員からも、蛍光ランプを含めた、いわゆる消費者への行動意識、ここをし

っかり対応すべき御示唆は、まさにそのとおりだと思います。そういうことを関係省庁、

自治体、関係団体を含めて、一体となって対応できればと思ってございます。 

 私からは以上でございます。 

○内野室長  化管法に関連して柿本委員から頂戴した御示唆、御指摘についてでござい

ます。電子届出の進展を進めている中で、依然として電子をお使いになられない方々、書

面届出をなさる方へのヒアリングの内容でございますけれども、書面で毎年やっているの

で書面のほうが確認もしやすくてよいというようなお言葉があったりですとか、あとは、

この電子届出のシステムが、過去はシステムをインストールしていただいて届出をしてい

ただく必要がございました。そのときの印象のままの事業者さんというのも一定程度いら
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っしゃって、会社のパソコンがこういったソフトをインストールできないのだということ

で、電子届出のソフトもインストールできないので、書面でやっていますというコメント

もあったと聞いております。 

 今は、この電子届出の仕組みはウェブ版で、インストールしていただく必要がございま

せんので、この辺りはまさに我々が今の電子届出の仕組みをより分かりやすく周知してい

く必要があるのかなと思っております。 

 あともう一点、書面で届出をなさった事業者さんの情報は、ＰＲＴＲのけんさくんでは

捕捉できないのではないかといった御指摘と理解しておりますが、ＰＲＴＲけんさくんに

ついて御説明をはしょってしまって大変恐縮でしたけれども、届出をいただいた全ての事

業所のデータをこちらで検索できるという仕組みでございます。したがいまして、書面に

よらず電子によらず、全ての届出について、けんさくんを使えば調べていただくことがで

きます。書面の方の事業所の情報が見られないといったことはございませんので、念のた

め申し添えます。 

 以上です。 

○畑下室長  フロンの関係でコメントいただきましたので、お答えさせていただきます。 

 まず、柿本委員から、回収がうまくいっていないという記事を見られたということと、

排出量を減らしていかなければならないというコメントをいただきました。回収量につき

ましては、２月28日に環境省と当省でプレスリリースをさせていただきました統計により

ますと、令和４年の回収量は5,423トン、令和５年の回収量は5,765トンとなっており、増

加傾向でございます。 

 一方、排出量につきましても、我々が毎年統計を取っておりまして、フロンワーキング

のほうで発表させていただいていますけれども、2021年をピークに排出量は下がっている

傾向でございます。２年連続下がり続けているということを鑑みますと、我々が今対策を

講じているオゾン層保護法及びフロン排出法に基づく施策が、排出量の削減につながって

いるのではないかと考えております。 

 また、齋藤委員からは、フロンの回収、再生が必要だとコメントいただきました。我々

と環境省と一体的に取り組んでいる成果が、回収量の削減や再生量の増加につながってい

るのではないかと考えております。また、再生については、フロンは有効な資源というこ

とでこれまで業界団体等が取組を進めているところでございますけれども、我々としても、

再生を促進する方向で取組をさらに強化していきたいと考えております。 



- 33 - 

 

 あと、東嶋委員からもコメントいただきまして、周知活動をもっとしてほしいというこ

とですけれども、御参考までですが、環境省が中心となりましてチラシやパンフレットを

30万部以上配布してきております。また、令和６年度では環境省が、都道府県の新任担当

者向けですけれども、説明会を実施しております。引き続きこういった周知活動を続けて

まいりたいと思っております。 

 以上です。 

○大本課長  齋藤委員から、ＣＭＰでフロンという話もございましたので、古田さんの

ほうから補足をお願いします。 

○古田様  御質問ありがとうございます。 

 ＣＭＰのほうはあくまでも製品含有化学物質ということで、製品に含まれている化学物

質について管理をしていこう、情報伝達をしていこうということになっています。 

 現在は自動車産業並びに電機電子業界が中心になってやっております。我々の産業はグ

ローバルにビジネスをさせていただいているということもございまして、一応全世界の化

学物質に対する規制をそれぞれ網羅するような形で担当しています。自動車でいうと、世

界の自動車メーカーさんが一堂に会するＧＡＤＳＬという化学物質リストがあります。ま

た、電機電子産業では、ＩＥＣの国際規格の中に62474という規格がありまして、そこで

電機電子業界に関わる化学物資の規制リストというものができています。その両方のリス

トを取ってＣＭＰでは情報伝達をしていこうというところが、今、基本的な考え方になっ

ています。およそ約１万物質の化学物質の情報を伝達するという形を今考えております。 

 以上でございます。 

○東海会長・委員長  ありがとうございました。それでは、会場参加の田辺委員、御発

言をお願いいたします。 

○田辺委員  御説明ありがとうございました。主婦連合会の田辺です。要望を出させて

いただきたいと思います。 

 まず１つ目なのですけれども、日本が主導的役割を担うということで期待しております

のが、プラスチック汚染を終わらせるということで、条約策定に向けましてぜひ貢献して

いただきたいということと、化学兵器禁止条約につきまして、締約国の中でも３位という

606万ユーロを拠出しているということですので、日本国内で開発・製造されないことは

もちろん、昨年にアサド政権が崩壊して、化学兵器を使用したのではないかという中で、

化学兵器を破壊することと、転用されないようにするということについて、日本の貢献を



- 34 - 

 

期待しております。 

 ２つ目としましては、代替品の活用と実用化ということにつきまして、例外的に使用を

認められているというＰＦＯＡがあり、新技術の開発がないかということと、2050年ネッ

ト・ゼロ実現に、冷媒を使わない新技術の開発があると資料にありましたので、状況をう

かがいたいと思います。 

 最後に、2027年末には廃止するという水銀を使用した蛍光灯ですが、継続使用も、そし

て在庫の売買も可能ということですが、いつごろに水銀を使用しない蛍光灯が普及するの

かというところの目安などもお聞きしたいと思います。 

 以上でございます。 

○東海会長・委員長  ありがとうございました。続きまして、林委員、お願いします。 

○林委員  ＮＡＣＳの林でございます。今日は体系的で大変分かりやすい御説明をあり

がとうございました。 

 私からは、消費者視点から３点、質問も含めましてお話をさせていただきたいと思いま

す。 

 まず１点目でございますが、資料３の12ページ、資料４の20、22ページ辺りのサーキュ

ラーエコノミーと化学物質のリスク管理についての意見でございます。御説明を伺いまし

て、人体ですとか環境への影響を低減しながら、サーキュラーエコノミーを形成していく

ことの難しさというのは、理解ができました。そのような背景から、令和７年に計画され

ている使用済プラスチックの安全性の測り方や基準を設けるための事業といったことには

期待をするところでございます。 

 持続可能な未来のためには、今後、製品やマテリアルのいわゆるカスケード利用がより

求められるようになると思うのですけれども、少しずつ変化していく、劣化しているもの

に対する安全面での懸念を低減させるためには、再生利用を含む製品の一生以上、私たち

はよく、製品の一生ということを言うのですけれども、これは一生以上の話になると思う

のですが、そういった長いスパンのライフサイクルで見て、製品設計や回収システムをデ

ザインしていくことがとても重要になると思っています。 

 その流れでいきますと、３Ｒに資する製品設計ですとか、回収から再生まで化学物質の

安全・安心に配慮されたシステムデザインなど、化学物質の管理面からも、サーキュラー

エコノミービジネスの発展に寄与するような優良事例を評価したり、積極的にそれを支援

していくことを進めていただきたいというのが１点目です。 



- 35 - 

 

 ２点目は、資料４の10ページの④に関してです。ＰＦＯＡ関連物質は、先ほどからお話

が出ておりますけれども、私は泡消火剤に関する質問を含む意見を申し上げます。これら

は、交換コストなどの理由から、ある程度の量がまだ留め置かれているように認識してお

りますけれども、それは間違っておりませんでしょうか。 

 最近、山火事などが発生すると、懸命な消火活動にもかかわらず、なかなか鎮火ができ

ずというようなニュースを国内でも耳にするようになりましたけれども、日本ではそのよ

うなときに、こういった物質を含む泡消火剤がまだ多く使われているのかどうかというこ

とを確認させていただきたいと思います。 

 もちろん、使われないまま交換時期を迎える消火剤が多いということが前提になって留

め置かれているのであれば、それはそれでコスト的に見合うということになるのかもしれ

ませんけれども、最近、森林火災とか広域の住宅火災のニュースが本当に増えていて、こ

れらが使われているとすれば、生態系とか土壌とか水といったものへの影響がどうなるの

だろうかと、素人ながら心配になっているところでございます。 

 一方、今、九州の石けん製造企業が、産官学連携で合成の界面活性剤を使わない、天然

油脂から作られる石けんの泡系消火剤というものを開発して、既に海外で効果が実証済み

なのです。なので、PFOAを含む泡消化剤を生態系、人体、そして土壌、水への悪影響が少

ない、安全性の高い消火剤に早期に置き換えていただくことを推奨、支援することに加え

て、こういった消化剤を日本が世界をリードしていくようなビジネスに育てていくことも

大切なのではないかと感じている次第です。 

 最後、３点目でございますけれども、化学物質のリスクコミュニケーションについての

意見です。資料５の15ページにありますような、経済産業省とかＮＩＴＥさんとか、自治

体職員を交えてのリスクコミュニケーション研修というのは、自治体における正しい化学

物質管理とか安全確保のための連携強化につながる、とてもよい取組だと感じております。

今後もこのような地道なコミュニケーションを重ねていかれる中で、ぜひ川下の事業者で

すとか生活者を交えた研修企画なども計画いただけたらと思っております。 

 先ほどからキヤノンの方にも御説明いただいているような、静脈系を取り込んだ縦の連

携強化というのは、グローバルな横のリスクコミュニケーション同様、リスクへの共通認

識の醸成ですとか対策、予防にも効果的に働くと考えております。特に本日御報告があり、

私も昨年、この場において生活現場での実態をお話ししたように、製造中止が間近となっ

た蛍光灯など水銀を含む製品の適正な廃棄ですとか、オゾン層破壊や地球温暖化にも悪影
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響のあるフロン類の着実な回収には、川下の事業者や生活者との連携が必須と考えますの

で、今御紹介のあったようなリスクコミュニケーションの実地展開というように考えてい

ただいて、そういったところにも期待を申し上げるところでございます。 

 以上３点、消費者視点からの意見で恐縮でございますが、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

○東海会長・委員長  ありがとうございました。それでは、稲若委員代理、お願いしま

す。 

○稲若様（福田委員代理）  本日は会長、福田の代理で、技術委員会より稲若が発言さ

せていただきます。 

 化成品工業協会は、中小企業の割合が約70％と高いというような特徴がございます。本

日は化審法、化管法、その他一般事項について、３点御発言させていただきます。 

 まず１つ目、化審法についてですけれども、ストックホルム条約について、廃絶対象へ

の追加がなされた物質については、おおむね第一種特定化学物質にその後指定されるとい

うような流れを取っております。この第一種特定化学物質指定に当たっては、事前の調査

と円滑な廃絶に向けて、サプライチェーン全体に対する早い時期からの周知をいただくと

いった御配慮を、引き続きお願いしたいと考えております。 

 また、本日特に御紹介ございませんでしたけれども、非意図的に副生する第一種特定化

学物質のＢＡＴ報告につきましては、昨年、様式を策定いただいております。こちらは事

業者による適正管理に大変資するものとなっておりまして、この場を借りて感謝申し上げ

ます。 

 また、現在、化審法の施行状況及び必要な措置等の検討が進められていると伺っており

ます。今後、何かしらの対応が発生するというようなことがございました場合には、シス

テム化等の巨額の投資が必要となるようなことはできるだけ避けられますよう、中小企業

にも御配慮いただければと考えております。 

 ２つ目、化管法についてでございます。こちらは、本日御説明ありました化学物質管理

セミナー2024といった周知活動でございますとか、ＰＲＴＲ電子届出システムの改良とい

ったものにつきまして、大変感謝申し上げております。引き続き、自前でシステムを持つ

ことが難しい中小企業への御支援をよろしくお願いいたします。 

 ３つ目、その他全般的なところのお話としまして、本日、ＧＦＣのお話を御紹介いただ

きました。こちらにつきましても、事業者にとって実施可能な効率的で人健康や環境に対
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しても効果的な国内実施計画の策定を推進していただければと考えております。 

 もう一つ、ＰＦＡＳに代表されますような、特にこれは他国での法規制にはなるのです

けれども、欧州のＰＦＡＳ一括規制でございますとか、プラスチック汚染に関する国際条

約といったものが現在、お話し合いされていると思います。こちらにつきましても適切な

管理、規制となりますように、導入される場合には引き続き御支援を願えればと考えてお

ります。 

 最後に、現在、次世代製品含有化学物質・資源循環情報プラットフォーム、ＣＭＰの構

想が進められているとお伺いしております。こちらにつきましても、中小企業にとってシ

ステム投資が過度なものにならないように、ぜひ進めていただければと考えております。 

 私どものほうからは以上でございます。 

○東海会長・委員長  ありがとうございました。それでは、町野委員、お願いします。 

○町野委員  １点コメントと、１点質問をさせていただきたいと思います。 

 まず、再生プラの化審法内での位置づけについては、きちんと整理をいただいて、これ

から再生材利用に取り組むという事業者においても参考になるかと思って、すばらしいと

思っております。まず化審法上の化学物質に該当するかというところの整理と、該当する

場合のリスク評価の２段階に分けて整理をいただいていると理解しているのですけれども、

２段階目の、仮に化審法上の化学物質に該当する場合に、どういう形でリスクを評価して

いくかということについては、特に輸入品などは何が含まれているかというのが分かりづ

らいところもあるので、どういう形で調査をするのかといった点も含めて、事業者のほう

に利用しやすい指針づくりをぜひお願いしたいと思っております。 

 もう一点は、これはちょっと私が不勉強なので教えていただきたいところなのですけれ

ども、ＣＭＰ構想に関して、すばらしい取組だと思っておりまして、サプライチェーンの

化学物質管理に加えて、静脈のほうにもつなげるような取組を考えられているということ

なのですけれども、その前の資料３で御説明いただいたＧＦＣの実現に向けてということ

で、こちらのほうもライフサイクルを通じた化学物質管理をするというところで、発想は

似ているのではないかなと思ったのですが、ＣＭＰというのはＧＦＣの実現に向けた施策

として位置づけられるのか、それともそこは別のものだと理解しておけばいいのか、そち

らをちょっと教えていただきたいと思います。 

○東海会長・委員長  ありがとうございました。それでは、事務局から回答をお願いい

たします。 
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○大本課長  田辺委員、林委員、稲若委員代理、町野委員、様々な御示唆、また御質問

をいただきまして、ありがとうございます。 

 私のほうから、まず、田辺委員からプラ条約の話もございました。日本としてしっかり

貢献できるように、８月にまた条約交渉がございますけれども、経済産業省のみならず、

政府全体として取り組んでいければと考えているところでございます。 

 また、水銀関係、蛍光ランプの話もございました。使い続けられることに関しての新し

いところの話につきましては、ＬＥＤ照明が今世の中に出回っているところでございます。

こちらに関しては、エネルギー基本計画においても、ＬＥＤ照明への計画的な変更もうた

われているところでございます。御利用しているユーザーの方も含めて、タイミングがい

つかという具体的なところまでは、なかなか申し上げにくいところがございますけれども、

しかるべきタイミングでは今の蛍光ランプは枯渇してなくなってくるということで、今後

はＬＥＤ照明にシフトしていくことになっていくかと思ってございます。 

 あと、林委員からは、サーキュラーエコノミーの話もございました。製品設計の中で優

良事例の紹介も含めた取組は、化学物質管理だけではなくて、経済産業省の資源循環の担

当部署も含めて、しっかりそういうところがプレイアップできるように検討していければ

と考えているところでございます。 

 また、山火事の話も御指摘ございました。現在、ＰＦＯＳ関係の含有泡消火剤につきま

しては、昨年11月に調査結果を公表させていただいています。その中では、消防機関、空

港、自衛隊、石油コンビナート、あ駐車場に使われている泡消火薬剤で、私どもで承知し

ているのは、山火事の消火に関しては多分使われていないのではないかと認識していると

ころでございますが、これらについては定期的に実態を調査させていただいて、削減に向

け、引き続き関係省庁、関係団体と連携して、代替促進の施策も含めて推進させていただ

いているところでございます。 

 また、稲若委員代理から、ＧＦＣの国内実施計画の話もございました。多様な主体が参

画となるように、産業界も含めた政策対話、また、現在、パブリックコメントも行ってい

ますけれども、意見集約を行いながら、策定を進めさせていただければと思っているとこ

ろでございます。 

 あと、ＣＭＰに関しては、直接ＧＦＣではないのですが、全体の流れの中では、ＧＦＣ

の活動の一環にもＣＭＰは多分つながってくるものと私のほうでは承知しているところで

ございます。 
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 私からは以上でございます。 

○内野室長  続いて、化審法や化管法についていただいた御質問等についてお答えをさ

せていただきます。 

 田辺委員から頂戴したＰＦＯＡの代替品開発についての取組に関しましては、経済産業

省内では、業振興を担っております素材産業課ですとかが、こういったいわゆるＰＦＡＳ

の代替品開発の調査などを実施しておりますので、そういった取組なども含めて、国内で

もこういった取組が進んでいくものと思われるところでございます。 

 そのほか、林委員からリスクコミュニケーションについて御紹介いただき、ありがとう

ございます。まさにフロントに立って自治体の方もこういったＰＲＴＲ制度について取り

組んでいただいているというところでございます。こういったケーススタディーを考える

に当たりましても、幅広いステークホルダーの方々からの御意見なども参考にできればと

思っているところでございます。 

 稲若委員代理から頂戴したところでございますけれども、化審法についての３点につき

ましては、いわゆる一特の指定に当たりましては、もちろん国内での実態把握が非常に大

事になってくるところでございます。こちらについては、我々のアンケート等についても

事業者様には非常に御協力をいただいているところでございまして、そういった取組も含

め周知、こういった審議会での議論を含めですけれども、取り組んでいきたいとも思って

おります。 

 あと、ＢＡＴ報告の様式については、御活用いただいているというところをお伺いでき

て、我々としましても取り組んだことについて、よかったと思っているところでございま

す。 

 ３点目、化審法の制度構築ワーキンググループの議論は、まさに今日の午前中していた

だいたところでございますけれども、法改正といいますよりは、現行制度の効率化、高度

化といったところを中心に議論していただいてございますので、先ほどいただいたような

システム対応といったことを事業者様に御負担いただくようなことにはなっていないよう

にも思っておりますが、もしもそういうことがより中長期にあった場合には、当然そうい

ったところは発信できるようにということかと思ってございます。 

 あと、化学物質管理セミナー、化管法、リスク評価室の取組としても、いろいろ注目を

いただいているところでございます。このセミナーは定員1,000名に申込みがあっという

間に埋まるというぐらい、御好評いただいたところでございまして、お聞きになれない事
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業者様からもお問合せを多々いただいているものでございまして、すみません、資料上記

載しておりまして、御説明をはしょってしまい恐縮でしたが、ＹｏｕＴｕｂｅ配信も順次

しておりますので、そういった内容も御参照いただきながら、アップデートの情報を発信

できるようにしていきたいと思っております。 

 町野委員から頂戴したプラスチック再生材に関しての化審法上の整理というところ、あ

りがとうございます。我々も、例えばフレークですとかペレットですとか形状によって化

審法上の取扱いは変わるのかといったところを議論し、その上で、本日午前中に一通りの

整理を御説明させていただいたところでございます。 

 本日、この化学物質審議会でお出しした資料というのは、ごく一部でございまして、20

ページのところに記載してございますが、プラスチック再生材の化審法上の取扱いに関し

ていえば、ここのスライドからはちょっと割愛させていただいておりますが、まさに輸入

も含めた取扱いについてフローとして整理をし、輸入においてのプラスチック再生材は化

審法上の規制がかかるということを、我々もしっかりと周知をしていく必要があると御提

示をしたところでございます。 

 あとは、不純物としてどのような化学物質が入っているかというのを、どのレベルで把

握していくのかといったところに関しましても、欧州ですとかそういったところの規制の

実態などを踏まえた上で整理をさせていただいているところでございます。こういった議

論を引き続きしていただくことによって、まさに動き始めたばかりといいますか、プラス

チック再生材についての化学物質管理が円滑に進むように、引き続き我々としても御議論

いただければとも思っているところであります。 

 以上です。 

○畑下室長  田辺委員から御質問いただきました冷媒を使わない新冷凍空調技術の開発

状況につきましては、一部の企業が取り組んでいるという状況のため、機器メーカーの業

界団体に確認してみましたところ、業界として取り組んでいるということはまだないとの

ことでした。なお、国としましては、３ページ目でも御紹介しましたとおり、新しい低Ｇ

ＷＰの冷媒の開発に注力している段階でございますので、国も業界団体も開発はまだ進ん

でいないという状況でございます。 

 以上です。 

○宮地室長  田辺委員から、化学兵器の破壊と使用されないように日本の貢献を期待し

ているという御意見をいただきました。 
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 経産省の取り組みを紹介させていただきますと、資料の中でも１ページ目のところで御

紹介をしているとおり、化学兵器禁止条約の中でも特に産業活動のところについて、産業

検証が行われているところでございまして、実際にそういった化学物質を扱っている事業

所の選定につきましては、一定のアルゴリズムに基づいて選定されるものですから、そこ

に関与することはなかなか難しいところはあるのですが、ただ、効率的だけでなくて、効

果的な検査がなされるように、私どもも会議のほうに参画しているところでございます。 

 また、貿易の規制のほうなのですけれども、輸出入の監視を条約の中で各国が行うこと

になっておりまして、移譲不整合につきましては、先ほど御説明させていただいたとおり

ではございますが、それ以外に、日本から例えば海外に化学兵器の原料となり得る物質を

輸出する際には、相手国の中でこの物質がどういった用途に使われるのか、確実に産業利

用されるのかということを確認して輸出していると。そういったことで化学兵器に使用さ

れないということを我が国としても担保しているところでございます。 

 最後に、破壊の話については、経産省ではございませんが、内閣府のほうでは、中国に

遺棄している化学兵器に関して、現在も廃棄活動を進めているところですので、御紹介さ

せていただきます。 

 以上です。 

○大本課長  ＣＭＰに関して御質問あった件については、古田さんからコメントをお願

いいたします。 

○古田様  ＣＭＰに関してですが、まず中小企業への投資負担がないようにということ

は、中小企業さんがＣＭＰに参加していただくのは必須だと思っておりますので、ぜひそ

の点はちゃんと考えて、過度な負担がない、使いやすいシステムを構築していきたいと思

っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 また、ＧＦＣとの関係でございますけれども、我々ＣＭＰは、化学物質管理課さんとも

議論させていただきながら進めておりますので、国の議論の方向性との整合というのは常

に意識しながら進めていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○東海会長・委員長  ありがとうございました。それでは、皆様、活発な御議論をあり

がとうございました。この辺りで次の議題に移ります。 

 最後に、議題の２、化学物質審議会の審議状況等についての報告について、事務局から

資料９の説明をお願いいたします。 
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○内野室長  それでは、資料９に基づいて御説明をさせていただきます。化学物質審議

会の審議状況等についてでございます。 

 １ポツに化学物質審議会の体制図がございます。本日開催させていただいております化

学物質審議会の下に、審査部会と安全対策部会という２つの部会が配置されてございます。 

 それぞれの部会の審議状況について、２ポツで御説明をさせていただきます。 

 まず１つ目が、（１）審査部会についてでございます。こちらの審議事項は、①でまと

めておりますけれども、主に化学物質の性状に基づいて判断する次の事項について、調査

審議を行うとしております。すなわち、それは、第一種特定化学物質の指定ですとか、監

視化学物質の指定、あとは、こちらが通常多いのですけれども、新規化学物質の判定につ

いて審議をいただいているところでございます。 

 ②に構成員を記載してございますが、部会長は本日も座長をお務めいただいている東海

先生、また蒲生委員にも対応いただいているところでございます。 

 おめくりいただいて、２ページ目に開催状況がございまして、年に10回開催させていた

だいたところでございます。こちらは、化審法に基づく審議事項でございまして、共管の

厚生労働省、環境省との合同開催でございます。 

 ④に主な審議結果をまとめさせていただいております。先ほどの資料４でも御説明させ

ていただきましたが、ＰＦＨｘＳ関連物質を第一種特定化学物質に指定すべきという判定、

また、ＰＦＯＡ関連物質につきましても、具体的にどの化学物質がＰＦＯＡ関連物質に該

当するのかということについて御審議いただきまして、その結果、138物質がＰＦＯＡ関

連物質に該当するという御判断をいただいております。 

 また、新規化学物質の判定につきましても、どのような性状の判定をいただいたのかと

いうことも含めて、(b)の表にまとめてございますので、御参照いただければと思います。 

 続いて、３ページ目で、安全対策部会についてでございます。 

 こちらの審議事項につきましては、化学物質の性状並びに製造・輸入・使用の状況、環

境排出量及び環境残留量等を総合的に勘案して判断する次の事項についてとしてございま

すけれども、先ほどの性状判定がメインだった審査部会に比べまして、安全対策部会につ

きましては、第一種特定化学物質に指定するとなった上で、輸入を禁止する製品はどれか

といったようなことですとか、例外的な使用用途を指定すべきかどうかといったこと、ま

たリスク評価の御審議をこちらの安全対策部会でしておりますので、その結果として、第

二種特定化学物質に指定するということになれば、その御審議などをしていただいている
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ところでございます。また、優先評価化学物質の指定についても毎年度御審議をいただい

ているところでございます。 

 ②に構成員がございまして、こちらの部会長も東海座長にお務めいただいているところ

でございますし、委員の方々には、本日も御対応いただいております蒲生委員、須方委員、

林委員にも安全対策部会で御審議いただいているところでございます。 

 ４ページ目に審議結果がございます。先ほど、いわゆる第一種特定化学物質の判定をい

ただいた物質を踏まえて、ＰＦＨｘＳ関連物質を第一種特定化学物質に指定することに伴

う措置といったことについての御審議をいただいているところでございます。 

 続いて、５ページ目で、(b)でございます。優先評価化学物質の指定につきましても、

安全対策部会で昨年の11月と今年の１月、それぞれで御審議をいただいておりまして、４

月１日の製造・輸入数量の届出に向けて、新たに優先評価化学物質に指定すべき物質につ

いての審議をいただいたところでございます。 

 また、(d)は、化審法の今年度の取組として、ウェイトオブエビデンスを用いた生分解

性評価を取り込むということを御紹介いたしましたが、こちらについての御審議も、この

安全対策部会でいただいたところでございます。 

 御説明については以上でございます。 

○東海会長・委員長  ありがとうございました。本報告事項について、御質問等ござい

ます場合は、お手元のネームプレート、または挙手ボタンでお知らせください。よろしい

でしょうか。 

 ありがとうございました。それでは、以上をもちまして化学物質審議会・産業構造審議

会化学物質政策小委員会の合同会議の議事を終了いたします。本日いただきました御意見

等を踏まえて、事務局においては今後の化学物質管理政策を進めていただきますようお願

いします。 

 事務連絡につきましては事務局からお願いいたします。 

○大本課長  委員の皆様、活発な御議論いただきまして、誠にありがとうございました。

また、座長として議論をリードしていただきました東海会長兼委員長に対しましても、深

く感謝申し上げます。 

 さて、東海化学物質審議会長兼産業構造審議会化学物質政策小委員会委員長におかれま

しては、今年７月の任期満了をもって退任予定となっており、本合同会議への御参加は今

回が最後となる見込みであることから、新会長並びに新委員長の選任をさせていただけれ
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ばと存じます。 

 事務局といたしましては、蒲生委員に新会長・新委員長をお願いしたく考えてございま

すが、いかがでしょうか。もし特段御意見等がないようでしたら、拍手で御承認をお願い

できればと思います。 

     （満場拍手） 

 御承認いただきまして、ありがとうございます。 

 それでは、新旧会長・委員長より、一言ずつ御挨拶をお願いできればと思います。 

 最初に、東海会長・委員長、その後、蒲生新会長・新委員長の順でお願いできればと思

います。 

○東海会長・委員長  ありがとうございました。恐らく10年続けてきたと思うのですけ

れども、化学物質管理政策にリスク評価管理の立場から関わらせていただくという、貴重

な経験をさせていただきましたことを、まず御礼申し上げます。 

 化学物質は、いわゆる排出を前提に組み立てなければいけないという特徴がございます

中で、恐らく全方位に目配りをされながら、制度の運用等を図ってこられました管理課様、

そして、建設的な御意見を御提供されてこられた委員の皆様方に、まず感謝申し上げたい

と思います。 

 今回の委員を通じて、私は改めて、化学物質管理というものをリスクベースで行うこと

の意義というものを再確認したものでございます。とりわけ資源循環のことが議論になり

ましたけれども、その延長線上には、ひょっとしたら、カーボンニュートラルに伴う化学

物質管理、あるいは他の環境関連法との関係性等ももうちょっとしっかり見ながら、制度

の運用をしていくということが徐々に増えてくる、そういう機会が出てくるのではないか

と考えております。 

 皆様方、本当にどうもありがとうございました（拍手）。 

○大本課長  それでは、蒲生様。 

○蒲生新会長・新委員長  改めまして、産業技術総合研究所の蒲生です。 

 まずは、東海先生、お疲れさまでした。長きにわたり、どうもありがとうございました。 

 次回から、東海先生が務めてこられましたところを引き継がせていただきます。東海先

生のような経験豊かなさばきができるかと言われると、ちょっと心許ないところもありま

すけれども、化学物質管理課の皆さん、それから委員の皆さんの協力を得ながら、我が国

の化学物質管理をより良いものにしていくという議論ができればと考えておりますので、
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御協力のほどよろしくお願いいたします（拍手）。 

○大本課長  ありがとうございました。 

 東海会長・委員長におかれましては、本合同会議の運営はもとより、これまでの化学物

質管理政策への多大なる御尽力に対しまして、厚く御礼を申し上げます。 

 また、蒲生新会長・新委員長におかれましては、次回以降の本合同会議におきまして、

どうぞよろしくお願いできればと思います。 

 以上をもちまして会議を終了させていただきます。 

 なお、本日の議事要旨及び議事録に関しましては、事務局で作成の上、各委員の皆様に

御確認いただいた後、経済産業省のウェブサイトにて公表する予定でございます。 

 本日はありがとうございました。 

 

                                 ――了―― 


